平田村物価高騰対策事業者支援金交付要綱
（趣旨）
[bookmark: _GoBack]第１条　この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油価格や物価高騰により更なる経済的な影響を受けている事業者を支援するため、予算の範囲内において平田村物価高騰対策事業者支援金（以下「支援金」という。）で交付するものとし、を交付することに関し当該支援金については、平田村補助金等の交付等に関する規則（昭和52年平田村規則第14号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（交付対象者）
第２条　支援金の交付の対象となる者（以下「支援金対象事業者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)　中小企業者（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する者をいう。ただし、個人農家を除く。）
(2)　特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する者をいう。）
(3)　医療法人（医療法（昭和23年法律第205号）第39条に規定する者をいう。）
(4)　社会福祉法人（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定する者をいう。）
(5)　一般社団法人及び一般財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第49号）第２条に規定する者をいう。）
（交付の要件）
第３条　支援金対象事業者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1)　令和４年６９月30日以前から村内に事業所を有し、引き続き村内で事業を継続する意思があること。
(2)　平田村税の滞納がないこと。
(3)　雇用保険の適用対象となる労働者を雇い入れていること。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金対象事業者としない者ものとする。
(1)　宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者。
[bookmark: _Hlk116485860](2)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、関与する等の関りを持つ者。
(3)　前号に掲げる者のほか、支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと村長が判断する者。


（支援金の額等）
第４条　支援金の額は、１件当たりの基本額を３千円とし、対象事業者の１事業者に対してその従業員の数を基準に１人当たり３千円を支援金の金額とし、予算の範囲内において交付する乗じて得た額を追加した額とする。
２ 前項における従業員とは、雇用保険の被保険者として対象事業者が常時雇用している者とする。
（交付の申請）
[bookmark: _Hlk116491708][bookmark: _Hlk116486167]第５条　対象事業者(以下「申請者」という。)が支援金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、令和４年12月12日まで村長に提出しなければならない。
(1)　平田村物価高騰対策事業者支援金交付申請書兼請求書（様式第１号） (1)　直近１年間の法人税申告書別表第一の写し（事業の実態や基本情報が確認できる書類）

(2)(2)  公共職業安定所長が交付する雇用保険事業所別被保険者台帳の写し
(3)(3)　申請者申請者名義の金融機関の預金通帳の写しその他振込先を明らかにすることができる書類
(4)(4)　その他村長が必要と認める書類
２　村長は、支援金の交付予定額が予算の範囲を超えると判断したときは、支援金の申請の受付を終了することができるものとする。
[bookmark: _Hlk116491340]（交付の決定）
第６条　村長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査のうえ、その決定内容を平田村物価高騰対策事業者支援金交付決定通知書兼額の確定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
（交付の条件）
第７条　村長は、支援金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)　支援金の交付の決定の内容やそれに付した条件に違反したとき又は法令若しくはそれに基づく村長の処分に違反したときは、支援金の全部を返還しなければならないこと。
(2)　支援金の交付に係る関係書類は、支援金の交付を受けた日の翌年度から５年間保存しなければならないこと。
(3)　その他村長が必要と認める条件
[bookmark: _Hlk116491621]（支援金の交付）
第８条　村長は、第６条に規定する交付の決定をしたときは、速やかに口座振込の方法により支援金を交付しなければならない。
（交付決定の取り消し）
第９条　村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定の全部を取り消すものとする。
(1)　偽りの申請その他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2)　支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)　法令又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。
(4)　特に村長が必要あると認めるとき。
２　前項の規定は、交付すべき支援金の額の確定があった後においても適用するものとする。
３　村長は、前２項の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、平田村物価高騰対策事業者支援金返納・返還命令通知書（様式第３号）により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
（理由の提示）
第10条　村長は、支援金の交付の決定の取消しをするときは、申請者に対してその理由を示すものとする。
[bookmark: _Hlk116492692]（報告及び調査）
第11条　村長がこの要綱に基づく支援金の交付に関して報告を求め、又は支援金の交付に関する帳簿、書類等を調査する場合は、申請者はこれに協力しなければならない。
（失効）
第13条　この要綱は令和５年３月31日をもってその効力を失うものとする。

（失効）
第12条　この要綱は、令和５年３月31日をもってその効力を失うものとする。
（その他）
第13条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附　則
　この要綱は、令和４年10月20日から施行する。
